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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 報告第 2号

提  出  課 税務課

専決処分 した事件の承認について (上越市市税条例及び
上越市都市計画税条例の一部改正について)

専決理由

令和 3年度税制改正に伴 う地方税法等の一部を改正する法律が本年 3月 31日 に公

布 され、一部が同年 4月 1日 か ら施行 されたことを受け、固定資産税に係 る宅地等に

係 る負担調整措置を延長するなど、所要の改正を行つたもの

主な改正内容

(1)第 1条 の規定による上越市市税条例の改正内容

ア 軽 自動車税環境性能割の税率の適用区分について、新たな令和 12年度燃費基

準に基づ く区分に見直す。 (第 89条の 4、 附則第 12条の 2の 3関係 )

イ 宅地等及び農地に対 して課する令和 3年度か ら令和 5年度までの固定資産税は、

平成 30年度か ら令和 2年度までに適用 された税額の特例を延長す る。なお、宅

地等及び農地に対 して課する令和 3年度分の固定資産税にあつては、令和 2年度

分の固定資産税の課税標準額に据 え置 くもの とす る。 (附則第 10条、附則第

11条関係 )

ウ 令和 3年度か ら令和 5年度までの固定資産税の課税標準の特例 (宅地等で当該

年度における用途が前年度の用途 と異なるものについて固定資産税の負担調整措

置を適用す る場合の課税標準額の算定方式)は、平成 30年度か ら令和 2年度ま

でに適用 された課税標準の特例を継続する。 (附則第 10条の 2関係 )

工 軽 自動車税環境性能割に関 し、税率 1%分 を臨時的に軽減する適用期間を 9か

月延長 し、令和 3年 12月 31日 までに取得 した ものを対象 とす る。 (附則第

12条の 2の 2関係 )

(2)第 2条の規定による上越市都市計画税条例の改正内容

ア 宅地等及び農地に対 して課する令和 3年度から令和 5年度までの都市計画税は、

平成 30年度か ら令和 2年度までに適用 された税額の特例を延長する。なお、宅

地等及び農地に対 して課す る令和 3年度分の都市計画税にあつては、令和 2年度

分の都市計画税の課税標準額に据え置 くもの とする。 (附則第 4項、附則第 7項

か ら第 9項まで関係 )

イ 令和 3年度か ら令和 5年度までの都市計画税の課税標準の特例 (宅地等で当該

年度における用途が前年度の用途 と異なるものについて都市計画税の負担調整措

置を適用する場合の課税標準額の算定方式)は、平成 30年度か ら令和 2年度ま

でに適用 された課税標準の特例を継続する。 (附則第 14項関係 )

3 施行期 日

令不日3年 4月 1日

2
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4 上越市市税条例及び上越市都市計画税条例改正案新 旧対照表

(1)第 1条 の規定による上越市市税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  後 改  正  前

(環境性能割の税率 )

第 89条 の 4 次の各号に掲げる三輪以上の

軽 自動車に紺 して課す る環境性能割の税率

は、当該各号に定める率 とする。

(1)法 第 451条 第 1項 (同 条第 4項又は

第 5項 において準用す る場合 を含む。 )

の規定の適用を受けるもの 100分 の

1

(21 法第 451条 第 2項 (同 条第 4項又は

第 5項にお いて準用す る場合 を含 む。 )

の規 定の適 用 を受 け るもの  100分 の

2

131 略

附 則

(土地に対 して課する令 和 3年 か
'ぅ

令 和

5年度まで の各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義)

第 9条 略

和 5年度まで の各年度分の固定資産税の

特例 )

第 10条 宅地等に係 る令和 3年度か ら令和

5年度まで の各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係 る当該年度分の固定資

産税讃が 、当該宅地等の当該年度分の固定

資産税に係 る前年度分の固定資産税の課税

標準額に、当該宅地等に係 る当該年度分の

固定資産税の課税標準 となるべき価格 (当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第 349条 の 3の 2の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗 じて得た額。以下この条に

おいて同 じ。)に 100分 の 5を乗 じて得

た額 を加算 した額 (令 和 8年度分の固定資

産税 に あつて は、前 年 度 分 の固 台 産 耕どの

課税標準額)(当 該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第 349条 の 3又は

附則第 15条若 しくは第 15条 の 3の規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該

額 にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額)を 当該宅地等に係 る当該年度分の固定

(宅 地等 に対 して課す る令 和 3年店 か ら令

(環境性能割の税率 )

第 89条 の 4 次の各号に掲げる三輪以上の

軽 自動車に対 して課す る環境性能割の税率

は、当該各号に定める率 とす る。

(1)法 第 451条 第 1項 (同 条第 4項十~
___に おいて準用す る場合を含む。 )

の規定の適用を受けるもの 100分 の

1

(動 法第 451条 第 2項 (同 条第 4項__
において準用す る場合 を含む。 )

の規定の適用を受けるもの 100分 の

2

(9 略

附 則

(土地に対して課する平成 30年度からと

和 2年度 までの各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義)

第 9条 冊各

令和 2年店 まで の各年度分の固定資産税の

特例 )

第 10条  宅地等に係 る平成 30 年 店 か ら令

和 2年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係 る当該年度分の固定資

産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定

資産税に係 る前年度分の固定資産税の課税

標準額に、当該宅地等に係 る当該年度分の

固定資産税の課税標準 となるべき価格 (当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第 349条 の 3の 2の 規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗 じて得た額。以下この条に

おいて同 じ。)に 100分 の 5を乗 じて得

た額を加算 した額

(当 該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第 349条 の 3又 は

附則第 15条若 しくは第 15条の 3の 規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該

額にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額)を 当該宅地等に係 る当該年度分の固定

(宅 地等 に対 して課す る平成 30 年度 か ら
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改  正  後 改  正  前

資産税の課税標準 となるべき額 とした場合

における固定資産税額 (以 下 「宅地等調整

固定資産税額」 とい う。)を 超 える場合に

は、当該宅地等調整固定資産税額 とする。

2及び 3 略

4 商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0.6以 上 O.7以 下のもの

に係 る令和 3年度か ら令和 5年度 まで の

各年度分の固定資産税の額は、第 1項の規

定にかかわ らず、当該商業地等の当該年度

分の固定資産税に係 る前年度分の固定資産

税の課税標準額 (当 該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第 349条 の 3

又は附則第 15条若 しくは第 15条 の 3の

規定 の適用 を受 ける商業地等 である とき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額に

これ らの規定に定める率を乗 じて得た額 )

を当該商業地等に係 る当該年度分の固定資

産税の課税標準 となるべき額 とした場合に

おける固定資産税額 とする。

商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0.7を 超 えるものに係 る企

和 3年 か ら令 和 5年

5

度分 の固定資産税 の課税標 準の特例 )

第 10条 の 2 地方税法等 の一部を改正する

法律 (令 和 3年法律第 7号)附則第 14条

第 1項  の規定に基づき、令和 3年度か 生

令 和 5年 各年度分の固定資産税

については、法附則第 18条 の 3の 規 定を

適用 しない こととす る。

(農 地 に対 して課す る令 和 3年度か ら令和

各年度分ま で  の

の固定資産税の額は、第 1項の規定にかか

わ らず、当該商業地等に係 る当該年度分の

固定資産税 の課税標 準 とな るべ き価格 に

10分 の 7を 乗 じて得た額 (当 該商業地等

が当該年度分の固定資産税 について法第

349条 の 3又 は附則第 15条若 しくは第

15条 の 3の規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれ らの規定に定

める率を乗 じて得た額)を 当該商業地等に

係 る当該年度分の固定資産税の課税標準 と

なるべき額 とした場合における固定資産税

額 とする。

令和 3年度か ら令和 5年度 まで の各年(

ま で  の

資産税の課税標準 となるべき額 とした場合

における固定資産税額 (以 下 「宅地等調整

固定資産税額」 とい う。)を超 える場合に

は、当該宅地等調整固定資産税額 とする。

2及び 3 略

4 商業地等の うち当該商業地等の音該年度

の負担水準が 0.6以 上 O.7以 下のもの

に係 る平成 30年度か ら令和 2年度までの

各年度分の固定資産税の額は、第 1項 の規

定にかかわ らず、当該商業地等の当該年度

分の固定資産税に係 る前年度分の固定資産

税の課税標準額 (当 該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第 349条 の 3

又は附則第 15条若 しくは第 15条 の 3の

規定の適用 を受 ける商業地等で ある とき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額に

これ らの規定に定める率を乗 じて得た額 )

を当該商業地等に係 る当該年度分の固定資

産税の課税標準 となるべ き額 とした場合に

おける固定資産税額 とする。

5 商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0。 7を超 えるものに係 る王

成 30年度か ら令 和 2年度 まで の各年度分

の固定資産税の額は、第 1項の規定にかか

わ らず、当該商業地等に係 る当該年度分の

固定資産税 の課税標準 となるべ き価格 に

10分の 7を 乗 じて得た額 (当 該商業地等

が当該年度分の固定資産税 につ いて法第

349条 の 3又 は附則第 15条若 しくは第

15条 の 3の規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれ らの規定に定

める率を乗 じて得た額)を 当該商業地等 に

係 る当該年度分の固定資産税の課税標準 と

なるべき額 とした場合における固定資産税

額 とする。

ら今 和 2年店 ま で の 各 年

度分の固定資産税の課税標準の特例 )

第 10条 の 2 地方税法等の一部を改正す 在

法律 (平成 30年 法 笛 3号 )附 貝|1第 22

平成 30年 度 か(

条第 1項の規定に基づき、平成 30年度か

ら令和 2年度までの各年度分の固定資産税

については、法附則第 18条 の 3の規 定 を

適用 しない こととす る。

(農地 に対 して課す る平成 30年 度か ら令
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改  正  後 改  正  前

第 11条 農地に係 る令和 3年度か ら令 不日5

年度 まで の各年度分の固定資産税 の額

5年度まで の各年度分の固定資産税の特

例 )

は、当該農地に係 る当該年度分の固定資産

税額が、当該農地に係 る当該年度分の固定

資産税に係 る前年度分の固定資産税の課税

標準額 (当 該農地が当該年度分の固定資産

税 について法第 349条 の 3又 は附則第

15条若 しくは第 15条の 3の規定の適用

を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額 こ の こお い に、当該

農地の当該年度の次の表の左欄 に掲げる負

担水準の区分に応 じ、同表の右欄 に掲げる

負担調整率を乗 じて得た額 (令 和 3年度分

の 間庁 奮 綿 イこ力ぅつ て は 、 前 年 ノ万
｀

の 間 市

奮産税の誤税標準額)を 当該農地に係 る当

該年度分の固定資産税の課税標準 となるべ

き額 とした場合における固定資産税額 (以

下 「農地調整固定資産税額」 とい う。)を

超 える場合には、当該農地調整固定資産税

額 とする。

(表 略 )

(特別土地保有税の課税の特例 )

第 12条 の 2 附則第 10条第 1項か ら第 5

項までの規定の適用がある宅地等 (附則第

9条 第 2号 に掲 げる宅地等 をい うもの と

し、法第 349条 の 3、 第 349条 の 3の

2又 は附則第 15条若 しくは第 15条 の 3

の規定の適用がある宅地等を除 く。)に 対

して課す る令和 3年度から令和 5年度まで

の各年度分 の特別 土地保有税 について

は、第 141条 第 1号及び第 148条 中

「当該年度分の固定資産税の課税標準 とな

るべき価格」 とあるのは 「当該年度分の固

定資産税に係 る附則第 10条第 1項 か ら第

5項 までに規定す る課税標 準 となるべ き

額」 とする。

2 法附則第 11条 の 5第 1項 に規定す る宅

地評価土地の取得の うち平成 18年 1月 1

日か ら令和 6年 3月 31日 までの間にされ

たものに対 して課する特別土地保有税につ

いては、第 141条 第 2号 中 「不動産取得

第 11条  農地に係 る平成 30年 庁 か
'ぅ

令 和

2年度 ま で の 各 年度分 の固定資産税 の額

和 2年 ま で の各年度分の固定資産税の特

例 )

は、当該農地に係 る当該年度分の固定資産

税額が、当該農地に係 る当該年度分の固定

資産税 に係 る前年度分の固定資産税の課税

標準額 (当 該農地が当該年度分の固定資産

税 について法第 349条 の 3又 は附則 第

15条若 しくは第 15条の 3の 規定の適用

を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれ らの規定に定める率を乗 して得た

額             )に 、当該

農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負

担水準の区分に応 じ、同表の右欄に掲げる

負担調整率 を乗 じて得た額

を当該農地に係 る当

該年度分の固定資産税の課税標準 となるべ

き額 とした場合 における固定資産税額 (以

下 「農地調整固定資産税額」 とい う。)を

超える場合 には、当該農地調整固定資産税

額 とする。

(表  略 )

(特別土地保有税の課税の特例 )

第 12条 の 2 附則第 10条第 1項 から第 5

項までの規定の適用がある宅地等 (附則第

9条 第 2号 に掲 げる宅地等 をい うもの と

し、法第 349条 の 3、 第 349条 の 3の

2又 は附則第 15条若 しくは第 15条の 3

の規定の適用がある宅地等を除 く。)に対

して課す る平成 30年度か ら令和 2年度ま

での各年度分 の特別 土地保有税 について

は、第 141条 第 1号及 び第 148条 中

「当該年度分の固定資産税の課税標準 とな

るべき価格」 とあるのは 「当該年度分の固

定資産税に係 る附則第 10条第 1項か ら第

5項 までに規定す る課税標準 となるべ き

額」 とする。

2 法附則第 11条 の 5第 1項 に規定す る宅

地評価土地の取得の うち平成 18年 1月 1

日か ら令和 3年 3月 31日 までの間にされ

た ものに対 して課す る特別 土地保有税 につ

いては、第 141条 第 2号 中 「不動産取得
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改  正  後 改  正  前

税の課税標準 となるべき価格」 とあるのは

「不動産取得税の課税標準 となるべき価格

(法 附則第 11条の 5第 1項の規定の適用

がないもの とした場合における課税標準 と

なるべき価格 をい う。)に 2分 の 1を乗 じ

て得た額」 とし、 「令第 54条 の 38第 1

項に規定す る価格」 とあるのは 「令第 54

条の 38第 1項に規定す る価格 (法 附則第

11条の 5第 1項の規定の適用がないもの

とした場合 における価格をい う。)に 2分

の 1を乗 じて得た額」 とする。

8～ 5 略

(軽 自動車税の環境性能割の非課税 )

第 12条 の 2の 2 法第 451条 第 1項第 1

号 (同 条第 4項又は第 5項 において準用す

る場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽 自

動車 (自 家用のものに限る。以下この条に

おいて同 じ。)に 対 しては、当該三輪以上

の軽 自動車の取得が令和元年 10月 1日 か

ら令和 3 年 12月 1日 までの間 (附則第

12条 の 2の 7第 3項 において 「特定期

間」 とい う。)に行われた ときに限 り、第

88条第 1項 の規定にかかわ らず、軽 自動

車税の環境性能割を課 さない。

(軽 自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例 )

第 12条の 2の 3 略

2 新潟県知事は、当分の間、前項の規定に

より行 う軽 自動車税の環境性能割の賦課徴

収 に 関 し、 三 輪 以 上 の軽 自動 車 が法 第

446条 第 1項 (同 条第 2項又は第 3項 に

おいて準用す る場合 を含む。 )又 は法第

451条 第 1項若 しくは第 2項 (こ れ らの

規定を同条第 4項又は第 5項 において準用

す る場合 を含む。)の適用を受ける三輪以

上の軽 自動車に該当するか どうかの判断を

す るときは、国土交通大臣の認定等 (法 附

則第 29条の 9第 3項 に規定す る国土交通

大 臣 の認 定 等 をい う。 次 項 にお い て 同

じ。 )に 基づ き当該判断 をす るもの とす

る。

3及び 4 略

税の課税標準 となるべき価格」 とあるのは

「不動産取得税の課税標準 となるべき価格

(法 附則第 11条 の 5第 1項 の規定の適用

がないもの とした場合における課税標準 と

なるべき価格をい う。)に 2分 の 1を 乗 じ

て得た額」 とし、 「令第 54条 の 38第 1

項に規定す る価格」 とあるのは 「令第 54

条の 38第 1項に規定す る価格 (法 附則第

11条 の 5第 1項 の規定の適用がないもの

とした場合における価格 をい う。)に 2分

の 1を乗 じて得た額」とす る。

3～ 5 略

(軽 自動車税の環境性能割の非課税 )

第 12条 の 2の 2 法第 451条 第 1項第 1

号 (同 条第 4項      において準用す

る場合を含む。)に 掲げる三輸以上の軽 自

動車 (自 家用のものに限る。以下この条に

おいて同 じ。)に対 しては、当該三輸以上

の軽 自動車の取得が令和元年 10月 1日 か

ら令和 3年 3月 31日  までの間 (附則第

12条 の 2の 7第 3項 において 「特定期

間」 とい う。)に行われた ときに限 り、第

88条第 1項の規定にかかわ らず、軽 自動

車税の環境性能割を課 さない。

(軽 自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例 )

第 12条の 2の 3 略

2 新潟県知事は、当分の間、前項の規定に

より行 う軽 自動車税の環境性能割の賦課徴

収 に 関 し、 三輪 以 上 の軽 自動 車 が 法 第

446条 第 1項 (同 条第 2項      に

おいて準用す る場合 を含む。 )又 は法第

451条 第 1項若 しくは第 2項 (こ れ らの

規定を同条第 4項      において準用

する場合を含む。)の適用を受ける三輪以

上の軽 自動車に該当するか どうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等 (法附

則第 29条の 9第 3項 に規定す る国土交通

大 臣 の認 定等 をい う。 次項 にお い て 同

じ。 )に 基づ き当該判断 をす るもの とす

る。

3及び 4 略
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鬱)第 2条の規定による上越市都市計画税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  後 改  正  前

附 則

1～ 3 略

(宅 地等に対 して課する令和 3年度か ら全

和 5年度まで の各年度分の都市計画税の

特例 )

4 宅地等 に係 る令和 3年度 か 比今 和 5年度

まで の各年度分の都市計画税の額は、当

該宅地等に係 る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税

に係 る前年度分の都市計画税の課不ノ屯標準額

に、当該宅地等に係 る当該年度分の都市計

画税 の課税標準 となるべき価格 (当 該宅地

等が当該年度分の都市計画税 について法第

702条 の 3の規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該価格に同条に定める率

を乗 じて得た額。以下同 じ。)に 100分
の 5を乗 じて得た額を加算 した額 (令 和 3

年 庁 今 の都 市 計 画税 に 力ぅ li、 節年 産今つ て

の都市計画税の課税標準額)(当 該宅地等

が 当該年度 分 の固定資産税 につ いて法第

349条 の 3(第 18項 を除 く。)又 は附

則第 15条若 しくは第 15条 の 3の規定の

適用 を受ける宅地等であるときは、当該額

に これ らの規 定に定める率 を乗 じて得 た

額)を 当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準 となるべき額 とした場合

における都市計画税額 (以 下 「宅地等調整

都市計画税額」 とい う。)を超 える場合に

は、当該宅地等調整都市計画税額 とする。

5及び 6 略

7 商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0.6以 上 0,7以 下のもの

に係 る令和 3年度 か ら 和 5年度 ま で  の

各年度分の都市計画税の額は、附則第 4項

の規定にかかわ らず、当該商業地等の当該

年度分の都市計画税に係 る前年度分の都市

計画税の課税標準額 (当 該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第 349条
の 3(第 18項 を除 く。)又 は附則第 15

条若 しくは第 15条 の 3の規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該課税標準

額にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

附 則

1～ 3 略

(宅地等 に対 して課す る平成 30 年麿 か ら

令和 2年度 までの各年度分の都市計画税の

特例 )

4 宅地等に係 る平成 30年度か ら令不日2年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当

該宅地等に係 る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税

に係 る前年度分の都市計画税の課税標準額

に、当該宅地等に係 る当該年度分の都市計

画税の課税標準 となるべき価格 (当 該宅地

等が当該年度分の都市計画税について法第

702条 の 3の 規定の適 用を受ける宅地等

であるときは、当該価格 に同条に定める率

を乗 じて得た額。以下同 じ。)に 100分
の 5を乗 じて得た額 を加算 した箱

(当 該宅地等

が 当該年度分の固定資産税 につ いて法第

349条 の 3(第 18項 を除 く。)又 は附

則第 15条若 しくは第 15条 の 3の規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額

に これ らの規定に定める率 を乗 じて得 た

額)を 当該宅地等に係 る当該年度分の都市

計画税の課税標準 となるべき額 とした場合

における都市計画税額 (以 下 「宅地等調整

都市計画税額」 とい う。)を超 える場合 に

は、当該宅地等調整都市計画税額 とする。

5及び 6 略

7 商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0.6以 上 O.7以 下のもの

に係 る平成 30年度か ら令不日2年度までの

各年度分の都市計画税の額は、附則第 4項

の規定にかかわらず、当該商業地等の当該

年度分の都市計画税に係 る前年度分の都市

計画税の課税標準額 (当 該商業地等が当該

年度分の固定資産税 について法第 349条
の 3(第 18項 を除 く。)又 は附則第 15
条若 しくは第 15条 の 3の規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該課税標準

額にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た
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改  正  後 改  正  前

8

額)を 当該商業地等に係 る当該年度分の都

市計画税の課税標準 となるべき額 とした場

合における都市計画税額 とする。

商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0,7を 超 えるものに係 る全

和 3年 か ら令 和 5年

る率を乗 じて得た額

の都市計画税の額は、附則第 4頂の規定に

かかわ らず、当該商業地等に係 る当該年度

分の都市計画税の課税標準 となるべき価格

に 10分 の 7を乗 じて得た額 (当 該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第

349条 の 3(第 18項 を除 く。)又 は附

則第 15条若 しくは第 15条 の 3の 規定の

適用 を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額)を 当該商業地等に係 る当該年度分の都

市計画税の課税標準 となるべき額 とした場

合における都市計画税額 とする。

(農地に対 して課す る令和 3年度か ら令和

5年度まで_の各年度分の都市計画税の特

例 )

9 農地に係 る令和 3年度か 令 和 5年度 ま

で の各年度分の都市計画税の額は、当該

農地に係 る当該年度分の都市計画税額が、

当該農地に係 る当該年度分の都市計画税に

係 る前年度分 の都 市計画税 の課税標 準額

(当 該農地が当該年度分の固定資産税 につ

い て 法 第 349条 の 3(第 18項 を除

く。)又 は附則第 15条若 しくは第 15条

の 3の規定の適用を受 ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれ らの規定に定め

各年度分まで  の

同じ。)に 、当該農地の当該年度の次の表

の左欄に掲げる負担水準の区分に応 じ、同

表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た

額 (者手不日3 年 庁 ノ刀`の 都 市 計 画

こ の にお い

に あ っ て

は 、 前年 今 の都 市 計 画税 の課 準 額 )

を当該農地に係 る当該年度分の都市計画税

の課税標準 となるべき額 とした場合におけ

る都市計画税額 (以 下 「農地調整都市計画

税額」 とい う。)を超 える場合には、当該

農地調整都市計画税額 とする。

(表  略 )

10～ 13 略

額)を 当該商業地等に係 る当該年度分の都

市計画税の課税標準 となるべき額 とした場

合における都市計画税額 とする。

商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0.7を 超 えるものに係 る王

8

9

成 30年度か ら令 和 2年度 ま で の各年度分

の都市計画税の額は、附則第 4項の規定に

かかわ らず、当該商業地等に係 る当該年度

分の都市計画税の課税標準 となるべき価格

に 10分の 7を 乗 じて得た額 (当 該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第

349条 の 3(第 18項 を除 く。)又 は附

則第 15条若 しくは第 15条 の 3の規定の

適用 を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額)を 当該商業地等に係 る当該年度分の都

市計画税の課税標準 となるべき額 とした場

合における都市計画税額 とする。

(農 地に対 して課す る平成 30年度か ら令

和 2年度までの各年度分の都市計画税の特

例 )

農地に係 る平成 30年度か ら令和 2年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該

農地に係 る当該年度分の都市計画税額が、

当該農地に係 る当該年度分の都市計画税に

係 る前年度分の都 市計画税 の課税標 準額

(当 該農地が当該年度分の固定資産税につ

い て 法第 349条 の 3(第 18項 を除

くc)又 は附則第 15条若 しくは第 15条
の 3の規定の適用を受ける農地であるとき

は、菫該課税標準額にこれ らの規定に定め

る率 を乗 じて得 た宏|百

に、当該農地の当該年度の次の表

の左欄に掲げる負担水準の区分に応 じ、同

表の右欄に掲げる負担調整率を乗 じて得た

額

を当該農地 に係 る当該年度分 の都 市計画税

の課税標準 とな るべ き額 とした場合 にお け

る都 市計画税額 (以 下 「農地調整都市計画

税額 」 とい う。 )を 超 える場合 には、 当該

農地調整都市計画税額 とす る。

(表 略 )

lo～ 13 略
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改  正  後 改  正  前

令和 3年度か ら 和 5年度まで の各年

度分の都市計画税の課税標準の特例 )

i4 地方税法等の一部を改正する法律 (令

不日3 7暑)附 貝!!第 14 第 1]頃

度まで
'の

各年度分の都市計画税について

は、法附則第 25条の 3の規定を適用 しな

いこととする。

15及び 16 略

(

の規定に基づき、令 和 3年度 か ら令 和 5年

(平成 30年度から令和 2年度ま奄の各年

度分の都市計画税の課税標準の特例)

14 地方税法等の二部を改正する法律 (平

成 30年法律第 3号)附則第 22条第 1項

年度までの各年度分の都市計画税について

^は 、法附則第 25条の 3の規定を適用 しな

ヤヽこととする。

15及び■6 略

の規定に基づき、平成 30年度から令和2 ′マ

ご
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上越市市税条例及び上越市都市計画税条例の一部改正の主な概要

1 固定資産税 口都市計画税関係

佃)固定資産税 日都市計画税 (土地)の負担調整措置

(市税条例附則第 10条、附則第 10条の 2、 附則第 11条、都市計画税条例

附則第 4項、附則第 7項から第 9項まで、附則第 14項関係)

ア 改正の概要

令和 3年度から令和 5年度までの間、宅地等及び農地の負担調整措置につい

て、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。

その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を

取 り巻 く環境が大きく変化 したことを踏まえ、令和 3年度に限 り、前年度の税

額に据え置く特別な措置を講ずる。

イ 適用

2 軽自動車税関係

側)軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直 し

(市税条例第 89条の 4、 附則第 12条の 2の 3関係)

ア 改正の概要

軽減された税率が適用される対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな

令和 12年度燃費基準の下で税率の適用区分を見直す。

イ 適用 令和 5年 3月 31日 までに取得 した乗用車 (軽 自動車)に適用

(2)軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

(市税条例附則第 12条の 2の 2関係)

ア 改正の概要

令和元年 10月 1日 から令和 3年 3月 31日 までの間に取得 した自家用乗用車

を対象 とする軽自動車税環境性能割の税率を 1%分軽減する臨時的軽減につい

て、適用期限を 9か月延長する。

イ 適用 令和 3年 12月 31日 までに取得 した自家用乗用車 (軽 自動車)

に適用

・負担調整措置
。税額据え置き措置

令和 3年度から令和 5年度まで適用

令和 3年度に適用
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【現行】 【改正案】

区分 税率 臨時的軽減

電気自動車
天然ガス自動車

非課税 非課税

ガツリン車
ハイプリッド車

令和2年度基準
+20%達成

令和2年度基準
+10%達成

令和2年度基準
達成

1% 非課税

上記以外 2% 1%

区分 税率 臨時的軽減

電気自動車
天然ガス自動車

非課税 非課税

ガツリン車
ハイプリッド車

令和12年度基準
85%達成

令和12年度基準
75%達成

令和12年度基準
60%達成

¬% 非課税

上記以外
又は令和2年度基準未達成車

2% 1%

ё
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l

所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 48号

提  出  課 財政課

上越市手数料条例の一部改正について

改正理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、

地方公共団体情報 システム機構が、個人番号カー ドの発行主体 として明確に位置付け

られ、当該カー ドの発行事務の手数料の額を定めることとなったことか ら、当市にお

ける当該カー ドに係 る手数料の規定を削除するもの

2 改正内容

(1)個人番号カー ドの再交付手数料に係 る規定を削る。 (第 2条 関係 )

121 その他文言を整備する。

3 施行期 日

令和 3年 9月 1日

4 上越市手数料条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正‐ 前

(手数料の種類及び金額 )

第 2条 略

(1)～ 住0 略

(削 除)

1lJ～ 1211 略

9跡 農地に関す る証明手数料 (第 24号に

掲げる手数料を徴収する場合を除 く。 )

1件につき 350円

99～ い)略
0い 略

ア 第 34号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 35号 に規定する昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

u)長 期優良住宅普及促進法第 8条第 1項

の規定に基づ く認定を受けた長期優良住

宅建築等計画の変更の認定に係 る申請手

数料 (次 号及び第 99号 に掲げる手数

料を徴収する場合を除 く。) 1件 につ

き、第 95号 の表の左欄 に掲 げる当該 申

(手数料の種類及び金額 )

第 2条 略

(1)～ 住0 略

位0 個人番号カー ドの再交付手数料  1件
につき 800円

翅～1221 略

鎧 農地に関する証明手数料 (第 25号に

掲げる手数料を徴収す る場合 を除く。 )

1イ牛イこつき 350円
90～ 00 略

OD 略

ア 第 35号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれる建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

09 長期優良住宅普及促進法第 8条第 1項

の規定に基づ く認定を受けた長期優良住

宅建築等計画の変更の認定に係 る申請手

数料 (次 号及び第 100号 に掲げる手数

料 を徴収す る場合 を除 く。 ) 1件 につ

き、第 96号 の表の左欄 に掲 げ る当該 申

-11-



改  正  案 改  正  前

請 に係 る建築物の区分に応 じ、同表に定

め る額に 2分 の 1を乗 じて得た額を申請

す る戸数 で 除 して得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当該

端数を切 り捨てた額。次号において 「長

期優 良住宅変更認 定手数料 の額」 とい

う。)   ′

09 略

ア 第 34号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 35号 に規定す る昇降機 に係る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

09～ t耐 略

t醐 略

ア 第 34号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 35号 に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

t醐  略

ア  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 10 1号ア

定する場合 同号アに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 101号 イに規

定する場合 同号イげ)か ら(ウ)ま でに規

定する額にそれぞれ 2分の 1を乗 じて

得た額 (当 該額に 100円 未満の端数

があるときは、当該端数を切 り上げた

額)を合算 した額

100 略               ッ

ア 第 34号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 35号 に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

1耐 ～lm 略

190 建築物省エネ法第 29条第 1項 の規定

に基づ く建築物エネルギー消費性能向上

計 画の認 定の 申請 手数料 ( 第 110 号 に

に規 読み替 えて適用す る第 10 2号 ア

請に係 る建築物の区分に応 じ、同表に定

める額に 2分 の 1を 乗 じて得た額を申請

す る戸 数 で 除 して得 た額 (当 該額 に

100円 未満の端数があるときは、当該

端数を切 り捨てた額。次号において 「長

期優 良住 宅変更認定手数料 の額」 とい

う。 )

0け 略

ア 第 35号 に規定す る建築物に係る申

出を行 う場合 同号に規定す る額

イ 第 36号に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定す る額

1叫 ～ tけ 略

(ЮO 略

ア 第 35号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号 に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定す る額

190略
ア  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

に 規

定す る場合  同号アに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た 額 (当 該 額 に

100円 未満 の端数 が ある ときは、 当

該端数 を切 り上げた額 )

イ  「申請」 を 「変更 の認 定の 申請」 と |

読み替 えて適用す る第 102号 イに規

定する場合 同号イげ)か ら(ウ)ま でに規

定す る額にそれぞれ 2分 の 1を乗 じて

得た額 (当 該額に 100円 未満の端数

があるときは、当該端数を切 り上げた

額)を合算 した額

100 略

ア 第 35号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定す る額

イ 第 36号に規定す る昇降機 に係る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

100～ (冊働 略

10け  建築物省エネ法第 29条第 1項の規定

に基づ く建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請手数料 (第 111丘 に
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改  正  案 改  正  前

掲げる手数料を徴収す る場合を除 く。 )

1件 につ き、次に掲げる場合の区分に

応 じ、次に定める額 (同 号において 「建

築物エネル ギー消費性能向上計画認定手

数料の額」 とい う。 )

ア～ウ 略

10い  略

1耐 略

ア 第 34号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 35号 に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

11ゆ  略

ア 床面積 を増加 しようとす る場合 増

加 を しよ うとす る床面積 に応 じて空

108号 又は前号 と同 じ方法で算出 し

た額

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替 えて適用す る第 108号 ア に

定する場合 同号アに規定する額に 2

分の 1を 乗 じて得た額 (当 該額に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

ウ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 10 8号イ

定する場合 同号イに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

工  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 108号 ウに規

定する場合 同号 ウに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて 得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

|り 略

ア 第 34号 に規定する建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 35う に規定する昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

tけ ～ 1鋤 略

(手数料の減免 )

規

に規

読み替えて適用す る第 10 9号 ア

掲げる手数料を徴収する場合を除く。 )

と件につき、次に掲げる場合の区分に

応 じ、次に定める額 (同 号において 「建

築物エネルギー消費性能向上計画認定手

数料の額」 とい う。 )

ア～ウ 賂

t動 略

11け 略

ア 第 35号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号 に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

tけ 略

ア 床面積 を増加 しようとす る場合 増

加 を しよ うとす る床面積 に応 じて隻

109号 又は前号 と同 じ方法で算出 し

た額

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

に規

定する場合 同号アに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

ウ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

に 規

定す る場合 同号イに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

工  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 109号 ウに規

定す る場合 同号ウに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額)n
(1耐 呂各

ア 第 35号に規定する建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

9耐 ～ (1船 略

(手数料の減免 )

読み替えて適用する第 10 9号イ
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改  正  案 改  正  前

第 5条 略

(1)略

121 略

ア 第 2条第 105号 に規定す る建築物

エネルギー消費性能適合性判定手数料

第 2条第 ■ 06号 に規定する計画変

ウ

更に係 る建築物エネルギー消費性能適

合性判定手数料

第 2条第 107号 に規定する建築物

オ

エネルギー消費性能適合性判定軽微変

更該当証明書交付手数料

第 2条第 129号 に規定す る定期検

査手数料

第 2条第 130号 に規定す る適正計

量管理事業所計量管理検査手数料

13)～ 0 略

2 略

(1)略

121 18歳 に達する日以後最初の 3月 31

規定す る手数料 を納付す るとき。 市長

が必要 と認める額

3 略

イ

エ

日までの間にある者が第 2条 26号 に

略

略

略

第 2条第 106号 に規定する建築物

エネルギー消費性能適合性判定手数料

イ 第 2条第 107号 に規定す る計画変

更に係 る建築物エネルギー消費性能適

合性判定手数料

ウ 第 2条第 108号 に規定す る建築物

エネル ギー消費性能適合性判定軽微変

更該当証明書交付手数料

手 第 2条第 130号 に規定す る定期検

査手数料

オ 第 2条第 131号 に規定す る適正計

量管理事業所計量管理検査手数料

(3)～ (6)略

2 略

(1)略

121 18歳 に達す る日以後最初の 3月 31

規定す る手数料 を納付するとき。 市長

が必要 と認める額

3 略

第 5条

(1)

(2)

ア

日までの間にある者が第 2条 27号 に
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 49号

提  出  課 税務課

上越市市税条例等の一部改正について

1 改正理由

令和 3年度税制改正に伴 う地方税法等の一部改正を受け、軽 自動車税のグリーン化

特例の一部及び個人市民税の住宅借入金等特別控除特例の適用期限を延長するほか、

個人市民税の非課税判定に用いる扶養親族の範囲を見直すなど、所要の改正を行 うも

の

2 主な改正内容

(1)第 1条 の規定による上越市市税条例の改正内容

ア 個人市民税の均等割の非課税判定に用いる扶養親族の範囲を年齢 16歳未満及

び控除対象扶養親族に限定する。 (第 15条関係 )

イ 個人市民税の所得割の額からの控除に関 し、特定公益増進法人等に対する寄附

金の うち、出資に関する業務に充て られることが明 らかなものを寄附金控除の適

用対象か ら除外する。 (第 24条の 2関係 )

ウ 個人市民税の扶養親族 申告書に記載する扶養親族の範囲を年齢 16歳未満に限

定する。 (第 29条の 3関係 )

工 個人市民税の所得割の非課税判定に用いる狭養規族の範囲を年齢 16歳未満及

び控除対象扶養親族に限定する。 (附則第 3条の 4関係 )

オ 固定資産税に関 し、下方修正する土地価格の特例の適用期間を令和 5年度分ま

で延長する。 (附則第 9条の 2関係 )

力 軽 自動車税に関 し、グリーン化特例を適用する対象車を限定 した上で、特例期

限を 2年間延長する。 (附則第 12条の 3関係 )

キ 個人市民税に関 し、住宅借入金等特別控除の特例の適用対象 となる住宅への入

居期限を 1年間延長する。 (附則第 28条関係 )

ク その他文言を整備する。

(2)第 2条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例の改正内容

地方税法等の改正に伴い、条項の移動その他文言を整備す る。 (第 45条、第

46条、第 47条 の 2関係 )

(3)第 3条の規定による上越市都市計画税条例の改正内容

ア 宅地等に対 して課する都市計画税の課税の特例の適用期間を令和 5年度分まで

延長する。 (附則第 5項、附則第 6項関係 )

イ 地方税法等の改正に伴い、条項の移動その他文言を整備する。 (附則第 2項、

附則第 13項関係 )

3 施行期 日

公布の 日。ただ し、次に掲げる改正は、それぞれ次に定める日か ら施行す る。

(1)2(1)ア 、 ウ、工の改正 令和 6年 1月 1日

(2)2(1)イ の改正 令和 4年 1月 1日
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4 上越市市税条例等改正案新 旧対照表

(1)第 1条 の規定による上越市市税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  前改  正  案

(個 人の市民税の非課税の範囲)

第 15条 略

2 法の施行地に住所を有す る者で均等割の

みを課すべ きものの うち、前年の合計所得

金額が 28万 円にその者 の同一生計配偶者

及び扶養親族

の数に 1を加 えた数を乗 じて得

た金額に 10万 円を加算 した金額 (そ の者

が同一生計配偶者又は扶養親族 を有す る場

合には、 当該金額に 16万 8, 000円 を

加算 した金額)以 下である者に対 しては、

均等割を課 さない。

(寄附金税額控除 )

第 24条の 2 所得割の納税義務者が、前年

中に法第 314条 の 7第 1項第 1号及び第

2号 に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金

若 しくは金銭 (第 1号 か ら第 9号までに掲

げるものについては、それぞれ県内に事務

所又は事業所 を有す る法人又は団体に対す

るものに限る。)を 支出 した場合には、同

項 に規定す る ところに よ り控 除すべ き額

(当 該納税義務者が前年 中に同条第 2項 に

規定す る特例控除対象寄附金 を支出 した場

合にあつては、当該控除すべき金額に特例

控除額 を加算 した金額。以下この項におい

て 「控除額」 とい う。 )を その者の第 22

条第 1頂及び前条の規定 を適用 した場合の

所得割の額か ら控除す るもの とす る。 この

場合において、当該控除額が当該所得割の

額を超 えるときは、当該控除額は、当該所

得割の額に相当する金額 とする。

(1)略

(劾  所得税 法施行令 (昭 和 40年 政 令第

96号 )第 217条 第 1号に規定す る独

立行政法人に封す る寄附金 (

当該法人の主た る 目的であ る業

務に関連す るものに限 る。 )

(3)所 得税 法施行令第 217条 第 1号の 2

に規定す る地方独 立行 政法人 に対す る寄

(個 人の市民税の非課税の範囲)

第 15条 略

2 法の施行地に住所を有す る者で均等割の

みを課すべきものの うち、前年の合計所得

金額が 28万 円にその者の同一生計配偶者

及 び扶養親族 (年 齢 16 歳未満の者

険 対 象 狭 碁 妄日γ年1 Б犀る ^以 下 こ の に お

て同 じ。)_の 数に 1を加 えた数 を乗 じて得

た金額 に 10万 円を加算 した金額 (そ の者

が同一生計配偶者又は扶養親族 を有す る場

合には、当該金額に 16万 8, OOO円 を

加算 した金額)以下である者に対 しては、

均等割を課 さない。

(寄 附金税額控除 )

第 24条 の 2 所得割の納税義務者が、前年

中に法第 814条 の 7第 1項第 1号及び第

2号 に掲げ る寄附金又は次に掲げる寄附金

若 しくは金銭 (第 1号か ら第 9号 までに掲

げるものについては、それぞれ県内に事務

所又は事業所を有す る法人又は団体に対す

る.も のに限る。)を 支出 した場合には、同

項 に規定す る ところに よ り控除すべ き額

(当 該納税義務者が前年中に同条第 2項 に

規定す る特例控除対象寄附金を支出 した場

合にあつては、当該控除すべき金額に特例

控除額 を加算 した金額。以下この項におい

て 「控除額」 とい う。)を その者の第 22

条第 1項及び前条の規定を適用 した場合の

所得割の額か ら控除するもの とす る。 この

場合 において、当該控除額が当該所得割の

額 を超 えるときは、当該控除額は、当該所

得割の額に相当す る金額 とする。

(1)略

121 所得税 法施行令 (昭 和 40年 政令第

96号 )第 217条第 1号に規定する独

立行政法人に対する寄附金 (出 資に関す

る業務 に て られ る こ とが 明 らかな ()の

を除 き、 当該法人の主た る 目的であ る業

務 に関連す るものに限 る。 )

(31 所得税 法施行令第 217条 第 1号 の 2

に規定す る地方独 立行政法人 に対す る寄

及 び控

I百 い
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改  正  案 改  正  前

附金 ( 出資 に す る業務 に 充 て られ ,6

とが明らかな竿ぅの を除 き、 当該法人 の主

た る 目的で あ る業務 に関連す るもの に限

る。 )

14)所得税 法施行令 第 217条 第 2号に規

定す る法人に対す る寄附金 (法 第 314

条 の 7第 1項 第 2号 に掲 げ るもの及び

出資に関す る業務 に充て られ ることが明

らかなものを除き、当該法人の主たる目

的である業務に関連するものに限る。 )

(51 所得税法施行令第 217条 第 3号 に規

定す る公 益社 団法人及び公 益財 団法人

(所得税法施行令の一部を改正す る政令

(平 成 20年 政令 第 155号 )附則 第

13条第 2項の規定によりなおその効力

を有す るもの とされる改正前の所得税法

施行令第 217条 第 1項第 2号及び第 3

号に規定す る民法法人を含む。)に 対す
・

る寄附金 (出 資に関す る業務に充て られ

ることが明 らかなもの 除 き、 当該法人

の主たる目的である業務に関連す るもの

に限る。 )

(61 所得税法施行令第 217条 第 4号 に規

定す る学校法人に対す る寄附金 (出 資に

関す る業 に市て られ ることカミ明 らか な

ものを除き、当該法人の主たる目的であ

る業務に関連するものに限る。 )

17)所得税法施行令第 217条 第 5号 に規

定す る社会福祉法人に対す る寄附金 (法

第 314条 の 7第 1項第 2号 に掲げるも

の 形 イド出 台 こ閣す る 弄纂↓ 布 て 島れ る こイ

とが明らかな ヰゝの を除 き、 当該法人の主

た る目的である業務に関連するものに限

る。 )

181 所得税法施行令第 217条 第 6号に規

定す る更生保護法人に対す る寄附金 (里

資に関す る業務に充て られ ることが明 ら

かなものを除き、当該法人の主たる目的

である業務に関連するものに限る。 )

19)租 税特別措置法 (昭 和 32年 法律第

26号 )第 41条 の 18の 2第 2項に規

定す る特定非営利 活動 に関す る寄附金

(そ の寄附を した者に特別の利益が及ぶ

と認 め られ る もの及 び 出資 に関す る業務

附 金

当該 法人 の主

た る 目的 で あ る業務 に関連す る ものに限

る。 )

14)所得税 法施 行令 第 217条 第 2号 に規

定す る法 人 に対す る寄 附金 (法 第 314

条 の 7第 1項 第 2号 に掲 げ る もの を 除

〈ハ

当該 法人 の 主た る 目

的である業務に関連するものに限る。 )

□ 所得税法施行令第 217条 第 3号に規

定す る公 益社 団法人及 び公 益財団法 人

(所得税法施行令の一部 を改正する政令

(平 成 20年 政令第 155号 )附 則 第

13条第 2項 の規定によ りなおその効力

を有す るもの とされ る改正前の所得税法

施行令第 217条 第 1項第 2号及び第 3

号に規定す る民法法人 を含む。 )に対す

る寄附金 (

当該 法 人

の主たる目的である業務 に関連するもの

に限る。 )

16)所 得税法施行令第 217条 第 4号に規

定する学校法人に対する寄附金 (_

当該法人の主たる目的であ

る業務に関連するものに限る。 )

(71 所得税法施行令第 217条 第 5号 に規

定す る社会福祉法人に対す る寄附金 (法

第 314条 の 7第 1項第 2号に掲げるも

のた除く、

当該法人の主

たる自的である業務に関連す るものに限

る。 )

(働 所得税法施行令第 217条 第 6号 に規

定する更生保護法人に対する寄附金 (_

当該 法人 の主 た る 目的

である業務 に関連す るものに限 る。 )

(91 租 税 特 別 措 置 法 (昭 和 32年 法 律 第

26号 )第 41条 の 18の 2第 2項 に規

定 す る特 定 非 営 利 活 動 に 関 す る寄 附 金

(そ の寄附 を した者 に特別 の利 益が及 ぶ

と認 め られ るもの及 び 次号 に掲 げる寄附
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改  正  案 改  正   前

に 充 て られ る こ とが 明 ら ′ゝ(｀ や、の を 除

く。 )

10 略

2 略

(個 人の市民税に係 る給与所得者の扶養親

族 申告書 )

第 29条の 2 略       .
2及 び 3 略

4 給与所得者は、第 1項及び第 2項 の規定

による申告書の提出の際に経由すべ き給与

支払者が令第 48 条 の 9の 7の 2に お い て

準用す る令筑 8久大 の 2の 2に 規 る要 件

を満たす場合 には、法施行規則で定めると

ころにより、当該 申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対 し、当該 申告書に記載

すべき事項を電磁的方法 (電子情報処理組

織 を使用す る方法その他の情報通信の技術

を利用す る方法であつて法施行規則で定め

るものをい う。次条第 4項及び第 56条第

3項 において同 じ。)に より綻供す ること

ができる。

5 略

(個 人の市民税に係 る公的年金等受給者の

扶養親族申告書 )

第 29条 の 3 所得税法第 203条 の 6第 1

項の規定によ り同項に規定す る申告書を提

出 しなければならない者又は法の施行地に

おいて同項に規定す る公的年金等 (所得税

法第 203条 の 7の 規定の適用を受けるも

のを除 く。以下この項において 「公的年金

等 」 とい う。 )の 支払 を受 ける者 であっ

て 、扶養親族 (年 齢 16歳 未満 の者 に限

る。 )を 有す る者 (以 下 この条 において

「公的年金等受給者」 とい う。)で市内に

住所を有す るものは、当該 申告書の提出の

際に経由すべき所得税法第 203条 の 6第

1項 に規定す る公的年金等の支払者 (以 下

この条において 「公的年金等支払者」 とい

う。)か ら毎年最初に公的年金等の支払 を

受ける日の前 日までに、法施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載 し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経 由

して、市長に提出 しなければならない。

(1)～ (31 略

金

す る納 和 . の 所 館 紳 務 署 岳

い る 場合には、法施行規則で定めると

を 除

く。 )

1101  冊各

2 略

(個 人 の市民税 に係 る給 与所得者 の扶養親

族 申告書 )

第 29条 の 2 略

2及び 3 略

4 給 与所得者 は、第 1項及 び第 2項の規 定

に よる申告書 の提 出の際 に経 由すべ き給 与

支払者 が所得税 法第 198条 第 2項 に規 定

の 承 オ/辱 t十 て

ころによ り、当該 申告書の提出に代えて、

当該給与支払者 に対 し、当該 申告書に記載

すべき事項 を電磁的方法 (電子情報処理組

織 を使用す る方法その他 の情報通信の技術

を利用す る方法であつて法施行規則で定め

るものをい う。次条第 4項

において同 じ。 )に よ り提供すること

ができる。

5 略

(個 人の市民税 に係 る公的年金等受給者の

扶養親族申告書 )

第 29条 の 3 所得税法第 203条 の 6第 1

項の規定によ り同項 に規定す る申告書 を提

出 しなけれ ばな らない者又は法の施行地に

おいて同項に規定す る公的年金等 (所 得税

法第 203条 の 7の規定の適用を受けるも

のを除 く。以下この項 において 「公的年金

等」 とい う。 )の 支払 を受 け る者 で あ つ

て 、扶 養 親 族 (控 除 対 象 扶 養 親 族 を 腟

く。 )を 有す る者 (以 下 この条 において

「公的年金等受給者」 とい う。)で市内に

住所を有す るものは、当該 申告書の提出の

際に経 由すべき所得税法第 203条 の 6第

1項に規定する公的年金等の支払者 (以 下

この条において 「公的年金等支払者」 とい

う。)か ら毎年最初に公的年金等の支払 を

受ける日の前 日までに、法施行規則で定 め

るところにより、次に掲げる事項を記載 し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経 由

して、市長に提出しなければならない。

(1)～⑧ 略
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改  正  案 改  正  前

2及び 3 略

4 公的年金等受給者は、第 1項の規定によ

る申告書の提出の際に経 由すべき公的年金

等支払者が令第 48 条 の 9の 7の にお い

て準用する令 第 8条 の 2の 2に 庁す る要

件 を満たす場合には、法施行規則で定める

ところに よ り、 当該 申告書の提 出に代 え

て、当該公的年金等支払者に対 し、当該 申

告書に記載すべき事項を電磁的方法によ り

提供することができる。

5 略

(特別徴収税額 )

第 55条  第 58条 の規定により徴収すべき

分離課税に係 る所得割の額は、次の各号に

掲げる場合の区分に応 じ、当該各号に掲げ

る税額 とする。

(1)退職手当等の支払を受ける者が提出 し

た次条第 1項の規定による申告書 (以 下

この条、次条第 2項及び第 3項並びに第

57条 第 1項 において 「退職所得 申告

書」 とい う。)に 、その支払 うべきこと

が確定 した年に支払 うべきことが確定 し

た他の退職手当等で、既に支払がされた

もの (次 号及び次条第 1項 において 「支

払済みの他の退職手当」 とい う。)が な

い 旨の記載がある場合 その支払 う退職

手 当等の金額について、第 49条及び第

50条の規定を適用 して計算 した税額

(21 略

2 略

(退職所得申告書 )

第 56条 略

2 略

3 第 1 の 根 職 手 当 等 の 支 払 矛 彰 t十 る 者

l±  1長職 所 得 申告 書 の 掃 出 の 際 に 経 由 す べ

き退 職 手 等の支払 をす る者 が令 範 48条

の 18に お しヽ て準用す る令第 8 の 2の 2

t 美耳年 十 る事 件 力満 十 場 合 に t士 、 浅 怖 行

規則 で定めるところにより、当該退職所得

申告 書 の 尋 出 t 代 夕 て 、 当該 浪 手 当 筆 の

支払 をす る者に対 し、当該退職所得申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供

ことがで (追加 )

4 前項の規定の適用がある場合に注ける第

2及び 3 略

4 公的年金等受給者は、第 1項 の規定によ

る申告書の提出の際に経 由すべ き公的年金

等支払者が所得税法第 203条 の 6第 6項

に規定す る納税 地 の 館紳務署長の承認 を

受 けてい る場合 には、法施 行 規則 で定 め る

ところに よ り、 当該 中告 書 の提 出に代 え

て、当該公的年金等支払者 に対 し、当該 申

告書に記載すべ き事項 を電磁的方法によ り

提供することができる。

5 略

(特別徴収税額 )

第 55条  第 53条 の規定によ り徴収すべ き

分離課税 に係 る所得割 の額 は、次の各号に

掲 げる場合の区分に応 じ、当該各号に掲げ

る税額 とする。

(1)退職手当等の支払 を受ける者が提出 し

た次条第 1項 の規定による申告書 (以 下

本条、次条第 2項及び        第

57条 第 1項 にお いて 「退職 所得 申告

書」 とい う。)に 、その支払 うべきこと

が確定 した年に支払 うべ きことが確定 し

た他の退職手当等で、既 に支払が された

もの (次 号及び次条第 1項 において 「支

払済みの他の退職手 当」 とい う。)が な

い旨の記載がある場合 その支払 う退職

手当等の金額について、第 49条 及び第

50条 の規定を適用 して計算 した税額

修)略
2 略

(退職所得申告書 )

第 56条 略

2 略
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改  正  案 改  正  前

2項 の規定の適用については、同項 中 「退

職 所 得 申告 書 が 1滋 あ るの は 「 職 所 得 申

告 書 に記 す べ き事 項 を |と 、 「支払 をす

る者 に受 されたとき 1と あるの は 「支 払

をす る者が提供 を受けた とき」 と、 「受理

され た 時 | あ るのは 「拝供 を辱 tサ 日寺 |た

とす る。              (追 加 )

附 則

(個 人 の市民税 の所 得割 の井課税 の範 囲

等 )

第 3条 の 4 当分の間、市民税の所得割 を課

すべ き者の うち、その者の前年の所得につ

いて第 19条 の規定によ り算定 した総所得

金額、退職所得金額及び山林所得金額の合

計額が、 35万 円にその者の同一生計配偶

者及び扶養親族 (年 齢 16歳未満の者及び

控除姑象 春 矧 族 に限 る。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 数に 1を加 えた数を乗 じて

得た金額に 10万円を加算 した金額 (そ の

者が同一生計配偶者又は扶養親族を有す る

場合 には、当該金額に 32万 円を加算 した

金額)以下である者に対 しては、第 14条

第 1項 の規定にかかわ らず、市民税の所得

割 (分 離課税 に係 る所得割 を除 く。)を 課

さない。

2及び 3 VI各

(特 定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例 )

第 4条  平成 30年度か ら令和 9年度までの

各年度分の個人の市民税に限 り、法附則第

4条の 4第 3項 の規定に該 当する場合にお

ける第 21条 の規定 による控 除について

は、その者の選択により、同条中 「同条第

1項」 とあるのは 「同条第 1項 (第 2号 を

除 く。 )」 と、 「まで」 とあるのは 「まで

並びに法附則第 4条 の 4第 3項 の規定によ

り読み替 えて適用 され る法第 314条 の 2

第 1項 (第 2号 に係 る部分に限る。 )」 と

して、同条 の規定を適用す ることがで き

る。

(法 附則第 15条第 2項第 1号等の条例で

定める割合 )

第 8条の 2 略

2 法 附則第 15条 第 27項 第 1号イに規定

〉́

じぃ )の

附 則

(個 人 の市民税 の所得割 の非課 税 の範 囲

等 )

第 3条 の 4 当分の間、市民税の所得割 を課

すべき者の うち、その者 の前年の所得につ

いて第 19条の規定によ り算定 した総所得

金額、退職所得金額及び 山林所得金額の合

計額が、 35万 円にその者の同一生計配偶

者及び扶養親族

の数に 1を加えた数を乗 じて

得た金額に 10万 円を加算 した金額 (そ の

者が同一生計配偶者又は扶養親族 を有す る

場合には、当該金額に 32万 円を加算 した

金額)以下である者に封 しては、第 14条
第 1項 の規定にかかわ らず、市民税の所得

割 (分 離課税に係 る所得割 を除 く。)を 課

さない。

2及び 3 略

(特 定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例 )

第 4条  平成 30年度か ら令和 4年度までの

各年度分の個人の市民税 に限 り、法附則第

4条の 4第 3項 の規定に該 当す る場合 にお

け る第 21条 の規 定 に よる控除 について

は、その者の選択によ り、同条中 「同条第

1項」 とあるのは 「同条第 1項 (第 2号を

除 く。 )」 と、 「まで」 とあるのは 「まで

並びに法附則第 4条の 4第 3項 の規定によ

り読み替えて適用 され る法第 314条 の 2

第1項 (第 2号 に係る部分に限る。)」 と

して 、 同 条 の規 定 を適 用 す る こ とが で き

る。

(法 附則第 15条 第 2項第 1号等 の条例 で

定める割合 )

第 8条 の 2 略

2 法附則 第 15条 第 30項 第 1号イに規 定
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4 法附則第 15 条第 27項 1号 ハ に規定

する設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

3 法附則第 15条第 27項 第 1号 口に規定

する設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

する設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と す る。

法附則第 15条第 27項第 1号二に規定

する設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と す る。

6 法附則第 15 条第 27項 2号イ に規 定

する設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分 の 3と する。

する設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分の 3と す る。

8 法附則第 15条第 27項 第 2号ハに規定

する設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分 の 3と する。

9 法附則第 15条 第 27項第 3号イに規定

する設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 2分の 1と する。

10 法附則第 15条第 27項第 3号 口に規

定す る設備 について同号に規定する条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

11 法附則第 15条第 27項第 3号ハに規

定す る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

12 法附則第 15条第 34項 に規定す る条

例で定める割合は、 2分の 1と する。

(削 除 )

13及び 14 略

(令 和 4年度 又 は令和 5年度 にお ける土地

の価格の特例 )

第 9条 の 2 市の区域内の 自然的及び社会 的

条件 か らみて類似 の利 用価値 を有す る と認

め られ る地 域 にお い て 地 価 が 下落 し、 か

つ、市長 が土地 の修 正前 の価格 (法 附則 第

17条 の 2第 1項に規 定す る修 正前の価 格

をい うc)を 当該地域 に所在す る土地 に対

して課す る当該年度分 の固定資産税 の .果 税

5

7 法 附則 第 15 条第 27項 2号 口に規定

標 準 とす るこ とが固定資産税 の課税上著 し

4 法附則第 15条 第

6 法

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分 の 2と す る。

3 法 附則第 15条第 30項 第 1号 口に規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

30項 第 1号ハ に規 定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分 の 2と す る。

5 法 附 則第 15条 第 30項 第 1号 ニ に規 定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

J百 筆 2 昇 イ に規定

7 法 附則第 15条 第 30項 第 2号 口 に

附 則 第 15条 第 30

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分の 3と す る。

規 定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分の 3と する。

8 法 附 則第 15条 第 30項 第 2号ハ に 規 定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 4分の3と する。

9 法 附則第 15条 第 30項 街 3号ノF に規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 2分の 1と する。

10 法附則第 15条 第 30頂 第 3号 口 に 規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

11 法附則第 15条第 30項第 3号ハに規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

12 法附則第 15条第 38項 に規定す る条

例で定める割合は、 2分の 1と す る。

13 法 附 剛1第 15条 笛 41 I百 類 市 す る 条イ

例で定める割合は、零 とする。

14及び 15 略

(令和元年度又は令和 2年度 における土地

の価格の特例 )

第 9条 の 2 市の区域内の 自然的及び社会的

条件か らみて類似の利用価値 を有すると認

め られ る地域 において地価 が下落 し、 か

つ、市長が土地の修正前の価格 (法 附則第

17条 の 2第 1項 に規定す る修正前の価格

をい う。)を 当該地域に所在す る土地に対
｀

して課する当該年度分の固定資産税の課税

標準 とす ることが固定資産税の課税上著 し
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く均衡を失すると認める場合における当該

土地に対 して課する当該年度分の固定資産

税の課税標準は、第 68条 の規定にかかわ

らず、令和元年度分又は令 和 2年度分 の 固

定資産税 に限 り、当該土地の修正価格 (法

附則第 17条 の 2第 1項 に規定す る修正価

格 をい う。 )で 土地課税台帳等 に登録 され

たものとする。

2 法附則第 17条の 2第 2項 に規定す る金

和元年度適用土地又は令和元年度類似適用

土地であつて、令和 2年度分の固定資産税

について前項の規定の適用 を受 けないこと

となるものに対 して課す る同年度分の固定

資産税の課税標準は、第 68条 の規定にか

かわ らず、修正 された価格 (法 附則第 17

条の 2第 2項 に規定す る修正 された価格 を

い う。)で 土地課税台帳等 に登録 された も

のとする。

(宅 地等に対 して課す る令和 3年度か ら令

和 5年度までの各年度分 の固定資産税の特

例 )

第 10条 略

2 前項の規定の適用を受 ける商業地等に係

る平成 30年 度 か ら令 和 2年度 で の各 年

度分の宅地等調整固定資産税額 は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該商業地等 に

係 る当該年度分の固定資産税の課税標準 と

なるべ き価格に 10分 の 6を乗 じて得た額

(当 該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第 349条 の 3又 は附則第 15

条若 しくは第 15条 の 3の 規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗 じて得た額)を 当

該商業地等に係 る当該年度分の固定資産税

の課税標準 となるべき額 とした場合にお け

る固定資産税額 を超 える場合には、同項の

規定にかかわ らず、当該固定資産税額 とす

る。

3 第 1項の規定の適用 を受ける宅地等に係

る平成 30年 度 か ら令和 2年度 で の各 年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準 とな

るべ き価 格 に 10分 の 2を 乗 じて得 た額

く均衡 を失す ると認 める場合における当該

土地に対 して課す る当該年度分の固定資産

税の課税標準は、第 68条 の規定にかかわ

らず、令和 4年度分又は令和 5年度分の固

定資産税に限 り、当該土地の修正価格 (法

附則第 17条の 2第 1項 に規定す る修正価

格をい う。 )で土地課税台帳等に登録 され

たものとする。

2 法附則第 17条の 2第 2項 に規定す る全

和 4年度適用土地又は令和 4年度類似適用

土地であつて、令和 5年度分の固定資産税

について前項の規定の適用を受けないこと

となるものに対 して課す る同年度分の固定

資産税の課税標準は、第 68条の規定にか

かわ らず、修正 された価格 (法 附則第 17

条の 2第 2項 に規定す る修正 された価格 を

い う。)で土地課税台帳等に登録 されたも

のとする。

(宅 地等に対 して課す る令和 3年度か ら令

和 5年度までの各年度分の固定資産税の特

例 )

第 10条 略

2 前項の規定の適用 を受ける商業地等に係

る 令和 4年 今及び令和 5年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該商業地等に

係 る当該年度分の固定資産税の課税標準 と

なるべき価格に 10分の 6を 乗 じて得た額

(当 該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第 349条 の 3又 は附則第 15

条若 しくは第 15条の 3の規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗 じて得た額)を 当

該商業地等に係 る当該年度分の固定資産税

の課税標準 となるべき額 とした場合 におけ

る固定資産税額 を超 える場合には、同項の

規定にかかわ らず、当該固定資産税額 とす

る。

3 第 1項 の規定の適用を受ける宅地等に係

る 令和 4年 今及び令和 5年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅

地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準 とな

るべ き価 格 に 10分 の 2を 乗 じて得 た額
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(当 該宅地等が当該年度分の固定資産税 に

ついて法第 349条 の 3又 は附則第 15条

若 しくは第 15条の 3の規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該額にこれ らの

規定に定める率を乗 じて得た額)を 当該宅

地等に係 る当該年度分の固定資産税の課税

標準 となるべき額 とした場合における固定

資産税額に満たない場合には、同項の規定

にかかわらず、当該固定資産税額 とする。

4及び 5 略

(軽 自動車税の種別割の税率の特例 )

第 12条の 3 法附則第 30条第 1項に規定

す る三輪以上の軽 自動車に対する当該軽 自

動車が最初の法第 444条 第 3項 に規定す

る車両番号の指定 (次 項か ら第 8項までに

おいて 「初回車両番号指定」 とい う。)を

受 けた月か ら起算 して 14年 を経過 した月

の属す る年度以後の年度分の軽 自動車税の

種別割に係 る第 90条 の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄 に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句 とする。

(表 略)

2 法附則第 30条第 2項第 1号及び第 2号

に掲 げ る三輪以上の軽 自動車 に対す る第

90条 の規定の適用については

、当該軽 自動車が令和 2年 4

月 1日 から令和 3年 3月 31日 までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和 3

年度分の軽 自動車税の種別割 に限 り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。

(表 略 )

3 法附則第 30条第 3項第 1号及び第 2号

に掲げる法第 446条 第 1項第 3号 に規定

するガノリン軽自動車 (以 下この条

に お い て 「ガ ソ リ ン軽 自動 車 Jと い

う。 )の うち三 輪 以 上 の もの に対 す る第

90条 の規定の適用 については

動 車が平成 31年 4 1日 か ら令 禾日2年 3

月 31日 までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和 2年度分の軽 自動車税の

ボ重月可害11こ F艮 り、当該軽 自動車が令和 2年 4

(当 該宅地等が当該年度分の固定資産税 に

ついて法第 349条 の 3又 は附則第 15条
若 しくは第 15条 の 3の 規定の適用を受 け

る宅地等であるときは、当該額 にこれ らの

規定に定める率を乗 じて得た額 )を 当該宅

地等 に係 る当該年度分の固定資産税の課税

標準 となるべき額 とした場合 にお ける固定

資産税額に満たない場合 には、同項の規定

にかかわらず、当該固定資産税額 とする。

4及び 5 略

(軽 自動車税の種別割の税率の特例 )

第 12条の 3 法附則第 30条 第 1項 に規定

す る三輸以上の軽 自動車に対す る当該軽 自

動車が最初の法第 444条 第 3項 に規定す

る車両番号の指定 (次 項か ら第 5項 までに

おいて 「初回車両番号指定」 とい う。)を

受 けた月か ら起算 して 14年 を経過 した月

の属す る年度以後の年度分の軽 自動車税 の

種別割 に係 る第 90条 の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄 に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる宇句 とする。

(表  略 )

2 法附則第 30条第 2項第 1号及び第 2号

に掲 げ る三輪以上 の軽 自動 車 に対す る第

90条 の規定の適用については、当該軽 自

月 1日 か ら令和 3年 3月 31日 までの間に

初回車両番号指定を受けた場合 には令和 3

年度分の軽 自動車税の種別割に限 り、次 の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる宇句は、それぞれ同表 の右欄に掲

げる字句 とする。

(表  略 )

3 法附則第 30条第 3項第 1号及び第 2号

に掲げる法第 446条 第 1項第 3号 に規定

す るガ ツジン軽 自動車 (以 下この項及び次

項 に お い て 「ガ ソ リン軽 自動 車 」 とい

う。 )の うち三輪以上の もの に対す る第

90条 の規定の適用については、当該ガ ツ

リン軽 自動車が平成 31年 4月 1日 か ら令
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、当該ガ ツジン軽 自

4

動車が令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月

31日 までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和 3年度分の軽 自動車税の種

別割 に限 り、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄 に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる宇句 とする。

(表 略 )

法附則第 30条第 4項第 1号及び第 2号

に掲げるガンジン軽 自動車の うち三輸以上

のもの (前 項の規定の適用を受けるものを

除 く。)に 対す る第 90条 の規定の適用に

つ い ては

、当該ガソリン軽 自動車が令和 2年 4月

1日 か ら令和 3年 3月 31日 までの間に初

回車両番号指定を受 けた場合には令和 3年

度分の軽 自動車税の種別割に限 り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄 に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句 とする。

(表 略 )

5 略

6 法 附則 筑 30条 第 2項第 1号及 び 第 2号

に掲げる 輪 以上 の軽 自動車 ( 家 用 の乗

用の ものを除 く。)に 対する第 90条 の規

市 の i商 用 イこつ い て は 、 当該 蝶 自動 童 が 今 和

3年 4月 1 日か ら令 不Π4年 3月 31日 ま で

の間 に初 車両番 号指定 を受 けた場合 に は

令 和 4年 ノ刃`の 蝶 自動 草 税 の 男II害ⅢとこF艮

り、当該軽 自動車が令和 4年 4月 1日 か ら

令 和 5年 3 月 31日 まで の間 に初 回車 両番

号指定を受けた場合には令和 5年度分の軽

自動車税の種別割に限 り、第 2項 の表の左

欄に掲げる同条 の規定 中同表 の 中欄 に掲 げ

る字句は、それぞれ 表の右欄に掲げる字

句 とす る。 (追加 )

7  避霊l付 貝U 縮 30 条 第 7項の規 定 の→商用 狩号

け る三輪 ヒのガ ソ リン軽 自動車 (営 業 用

2 3 31 で の イこ

指定を受けた場合には令和 2年度分の軽 自

動 車税 の種別割 に限 り、 当該 ガ ツ リン軽 自

動車が令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月

31日 までの間に初回車両番号指定を受け

た場合 には令和 3年度分の軽 自動車税の種

別割 に限 り、次の表の左欄 に掲げる同条の

規定中同表の中欄 に掲げる宇句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる宇句 とする。

(表  略 )

4 法附則第 30条第 4項第 1号及び第 2号

に掲げるガ ノリン軽 自動車の うち三輪以上

の もの (前 項の規定の適用を受けるものを

除 く。)に 対す る第 90条 の規定の適用に

つ い て は 当 諺 ヂ ソ i〕 ン 感 白 言ih苗 が V滞

31年 4月 1日 か ら 禾日2年 3 月 31日 ま

での間に初回車両番号指定を受 けた場合に

は令和 2年度分の軽 動 車税 の種 別割 に 限

り、当該ガ ノリン軽 自動車が令和 2年 4月

1日 か ら令和 3年 3月 31日 までの間に初

回車両番号指定を受 けた場合には令和 3年

度分の軽 自動車税の種別割 に限 り、次の表

の左欄 に掲げる同条の規定中同表の中欄 に

掲げる字句は、それぞれ 同表の右欄 に掲げ

る宇句 とする。

(表 略 )

5 略
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改  正  案 改  正  前

の規定 の適用 につ い ては、 当該ガ ツ リン軽

自動車が令和 3年 4月 1日 か ら令 和 4年 3

月 31日 までの間に初回車両番号指定を受

,す た場 合 1こ は令 和 4 年 店 今 の軽 自動 車税 の

種別割 に限 り、当該 ガソリン軽 自動車が令

和 4年 4月 1日 か ら令和 5年 3月 31日 ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令不日5年度分 の軽 自動 車税 の 月け害Jに 限

り、第 3 の 寿 の 芹 欄 に揚 げ る 祭 の 観 市

中同表の中欄に掲げ 宰 句 は、それ ぞれ 同

表の右欄に掲げる字句 とする。 (追加 )

8 法附則第 30条 第 8項の規定の i商 用 ″ 弩

ける三輪以上のガ ソ リン軽 自動車 (前 項 の

規定の滴 用 を受 け る の を除 き、営 業 用 の

乗 用 の †、の とこF艮 る^ ) に 針 す る蜜 90 久大 の

規定の適用については、当該ガソリン軽 自

動車が令和 3 年 4月 1日 か ら令和 4年 3月

31日 までの間に初 童 両番 号指 定 を受 け

た場合 には令和 4年 分 の軽 自動車税 の種

別割 に限 り、当該ガ ツジン軽 自 車 が令 和

4年 4月 1 日か ら令 不日5年 3月 31日 まで

の間 に初 回車両番 号 定 を受 けた場合 には

今 和 5年 今 の 解 自動 童 紺 の RII害‖,こ 1臣

り、 第 4 の 寿 の 芹謡に揚げる 粂 の 類 市

中同表 の 中欄 に掲 げ 字 句 は 、それ ぞれ 同

表の右欄に掲げる宇句 とする。 (追 加 )

(軽 自動車税の種別割の賦課徴収の特例 )

第 12条の 3の 2 市長は、軽 自動車税の種

別割の賦課徴収に関 し、三輪以上の軽 自動

車が前条第 2項か ら第 8項 までの規定の適

用を受ける三輪以上の軽 自動車に該当す る

か どうかの判断をす るときは、国土交通大

臣の認定等 (法附則第 30条の 2第 1項 に

規定す る国土交通大 臣の認定等をい う。次

項において同 じ。)に 基づき当該判断をす

るものとする。

2及び 3 略

(新型 コロナ ウイルス感染症等に係 る住宅

借入金等特別税額控除の特例 )

第 28条 略

2 所 得割 の納税義務者 が前年分の 所 得 税 に

つ き新 型 コ ロナ ウイ ル ス感染症特例法第 6

条 の 2第 1 項の規 定 の適用 を受 けた場合 に

(軽 自動車税の種別割の賦課徴収の特例 )

第 12条 の 3の 2 市長は、軽 自動車税の種

別割の賦課徴収に関 し、三輪以上の軽 自動

車が前条第 2項 か ら第 5項 までの規定の適

用 を受ける三輪以上の軽 自動車に該 当す る

か どうかの判断をす るときは、国土交通大

臣の認定等 (法 附則第 30条 の 2第 1項 に

規定す る国土交通大臣の認定等 をい う。次

項において同 じ。)に 基づ き当該判断をす

るものとする。

2及び 3 略

(新型 コロす ウイルス感染症等 に係 る住宅

借入金等特別税額控除の特例 )

第 28条  略
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改  正  案 改  正  前

滴 用 につ い て は 、 同 中 「令和 15年 度 |

とあるのは 「令和 17年 度 | と、 「令 不日3

年 1と あるのは 「令和 4年 十 とする。

(追加 )

改  正  案 改  正  前

第 2条  上越市市税条例等の一部を次のよ う

に改正す る。

略

第 45条 第 1項 中 「第 4項 、第 19項、第

22項及び第 23項」を 「第 31項、第 34

項及び第 35項」に、 「第 10項、第 11項

及び第 13項」を 「第 9項 、第 10項及び第

12項 」に、 「第 4項、第 19項及び第 23

項」を 「第 31項及び第 35項」に、 「同条

第 22項 」 を 「同条第 34項 」に、 「第 3

項」を 「第 2項後段」に改め、同条第 2項 中

「第 66条 の 7第 5項及び第 11頂 又 は第

68条 の 91第 4項 及 び第 10項 」 を 「第

66条 の 7第 4項及び第 10項 」に、 「第

321条 の 8第 24項」を 「第 321条 の 8

第 36項」に改め、同条第 3項 中 「第 66条
の 9の 3第 4項及び第 10項又は第 68条 の

93の 3第 4項及び第 10項 Jを 「第 66条
の 9の 3第 3項及び第 9項 Jに 、 「第 321

条の 8第 25項」を 「第 321条 の 8第 37

項」に改め、同条第 4項 中 「第 321条 の 8

第 26項」を 「第 321条 の 8第 38項」に

改め、同条第 5項 中 「第 321条 の 8第 22

項」を 「第 321条 の 8第 34項」に、 「同

条第 21項 」を 「同条第 33項」に、 「、第

4項又は第 19項 」を 「又は第 31項」に、

「同条第 23項 」 を 「同条第 35項 」 に改

め、同条第 6項 中 「、第 4項又は第 19項」

を 「又は第 31項」に、 「同条第 22項」を

「同条第 34項 」に、 「第 321条 の 8第

23項」を 「第 321条 の 8第 35項」に改

め、同条第 7項 中 「第 321条 の 8第 22

項」を 「第 321条 の 8第 34項」に、 「、

第 4項又は第 19項」を 「又は第 31項 Jに

第 2条  上越市市税条例等の一部 を次のよ う

に改正する。

略

第 45条 第 1項 中 「第 4項 、第 19項、第

22項 及び第 23項 」を 「第 31項 、第 34
項及び第 35項 」に、 「第 10項、第 11項
及び第 13項」を 「第 9項 、第 10項及び第

12項」に、 「第 4項 、第 19項及び第 23
項」を 「第 31項及び第 35項 」に、 「同条

第 22項 」 を 「同条 第 34項 」 に、 「第 3

項」を 「第 2項後段」に改め、同条第 2項 中

「第 66条 の 7第 5項 及 び第 11項 又 は第

68条 の 91第 4項 及 び第 10項 」 を 「第

66条 の 7第 4項 及 び第 10項 」 に、 「第

321条 の 8第 24項」を 「第 321条 の 8

第 36項 」に改め、同条第 3項 中 「第 66条
の 9の 3第 4項及び第 10項又は第 68条 の

93の 3第 4項及び第 10項」を 「第 66条
の 9の 3第 3項及び第 9項 」に、 「第 321
条の 8第 25項 」を 「第 321条 の 8第 37
項」に改め、同条第 4頂 中 「第 321条 の 8

第 26項 」 を 「第 321条 の 8第 38頂」に

改め、同条第 5項 中 「第 321条 の 8第 22
項」を 「第 321条 の 8第 34項」に、 「同

条第 21項 」を 「同条第 38項 」に、 「、第

4項又は第 19項」を 「又は第 31項 」に、

「同条第 23頂 」 を 「同条 第 35項 」 に改

め、同条第 6項 中 「、第 4項 又は第 19項」

を 「又は第 31項」に、 「同条第 22項 」 を

「同条第 34項 」 に、 「第 321条 の 8第

23項 」を 「第 321条 の 8第 35項 」に改

め、同条第 7項 中 「第 321条 の 8第 22
項」を 「第 321条 の 8第 34項」に、 「、

第 4項又は第 19項 」を 「又は第 31項 」に

121 第 2条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )
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改  正  案 改  正  前

321条 の 8第 42項 」を 「第 321条 の 8

第 60項 」に、 「同条第 42項 」を 「同条第

60項 」に、 「第 12項」を 「第 11項」に

改め、同項を同条第 9頂 とし、同条第 11項

を同条第 10項 と し、同条第 12項 中 「第

10項」を 「第 9項」に改め、同項を同条第

11項 とし、同条第 13項中 「第 10項」を

「第 9項 」 に、 「第 75条 の 4第 2頂」 を

「第 75条 の 5第 2項」に改め、同項を同条

第 12項 とし、同条第 14・項を同条第 13項

と し、 同条第 15項 中 「第 13項 」 を 「第

12項 」に、 「第 10項」を 「第 9項」に改

め、同項を同条第 14項 とし、同条第 16項

中 「第 13項前段」を 「第 12項前段」に、

「第 321条 の 8第 51項」を 「第 321条
の 8第 6⊇ 項」 とこ、 「第 10項 」 を 「第 9

改め、同項第 2号 中 「第 321条 の 8第 23

項」を 「第 321条 の 8第 35項」に改め、

同 条 第 9項 を削 り、 同条 第 10項 中 「第

項」に改め、同項を同条第 15項 とし、同条

第 17項 中 「第 13項後段」を 「第 12項後

段」 とこ、 「第 15項 」を 「第 14項 」 イこ、

「第 75条 の 4第 3項若 しくは第 6項 (同 法

第 81条 の 24の 3第 2項において準用す る

場合 を含む。 )」 を 「第 75条 の 5第 3項若

しくイま第 6項」 に、 「第 10項 」 を 「第 9

項 」 に改め、同項 を同条第 16項 とす る。

第 46条 第 2項 中 「、第 4項 又 は第 19

項 」 を 「又 は第 31項 」 に、 「同条第 23

項」を 「同条第 35頂」に、 「、第 2項又は

第 4項 」を 「又は第 2項」に改め、同条第 3

項 中 「、第 4項 又は第 19項 」 を 「又は第

31項 」に改め、 「 (同 条第 2項又は第 4項

に規定する申告書を提出すべき法人が連結子

法人の場合には、当該連結子法人 との間に連

結完全支配関係がある連結親法人 (法人税法

第 2条 第 12号の 6の 7に規定す る連結親法

人をい う。以下この項において同 じ。)若 し

くは連結完全支配関係があつた連結親法人が

法人税 に係 る修正申告書を提出 し、又は法人

税 に係 る更正若 しくは決定を受けたこと。次

項第 2号において同 じ。 )」 を削 り、同条第

4項 中 「、第 4項又は第 19項 」を 「又は第

31項 」 に 、 「第 48条 の 1 5の 5第 4項 1

321条 の 8第 42項 」 を 「第 32 条 の 8

の 8第 61項 Jに 、 「第 10項 」 を 「第 9

改め、同項第 2号 中 「第 321条 の 8第 23
項」を 「第 321条 の 8第 35項 」に改め、

同 条 第 9項 を 削 り、 同条 第 10項 中 「第

第 52項 」 に、 「同条第 42項 」を 「同条第

52項 」に、 「第 12項」を 「第 11頂 」に

改 め、同項 を同条第 9項 とし、同条第 11項
を同条第 10項 と し、同条 第 12項 中 「第

10項」を 「第 9項 Jに 改め、同項 を同条第

11項 とし、同条第 13項 中 「第 10頂 」を

「第 9項 」 に、 「第 75条 の 4第 2項」 を

「第 75条 の 5第 2項」に改め、同項を同条

第 12項 とし、同条第 14項 を同条第 13項
と し、同条第 15項 中 「第 13項 」 を 「第

12項」に、 「第 10項 Jを 「第 9項」に改

め、同項を同条第 14項 とし、同条第 1.6項

中 「第 13項前段」を 「第 12項前段」に、

「第 321条 の 8第 51項 」を 「第 321条

項」に改め、同項を同条第 15項 として同条

第 17項 中 「第 13項後段」を 「第 12項後

段 」 に、 「第 15項 」 を 「第 14項 」 イこ、

「第 75条 の 4第 3項若 しくは第 6項 (同 法

第 81条 の 24の 3第 2項 において準用す る

場合を含む。 )」 を 「第 75条 の 5第 3項若

しくは第 6項 」 に、 「第 10項 」 を 「第 9

項 」 に改 め、同項 を同条第 16項 とす る。

第 46条 第 2項 中 「、第 4項 又 は第 19
項 」 を 「又 は第 31項 」 に、 「同条第 23
項」を 「同条第 35項 Jに 、 「、第 2項又は

第 4項」を 「又は第 2項 」に改め、同条第 3

項 中 「、第 4項 又 は第 19項 」 を 「又は第

31項」に改め、 「 (同 条第 2項 又は第 4項

に規定す る申告書を提出すべき法人が連結子

法人の場合 には、当該連結子法人 との間に連

結完全支配関係 がある連結親法人 (法 人税法

第 2条第 12号 の 6の 7に 規定す る連結親法

人をい う。以下 この項において同 じ。)若 し

くは連結完全支配関係があつた連結親法人が

法人税に係 る修正申告書を提出 し、又は法人

税 に係 る更正若 しくは決定を受けたこと。次

項第 2号 において同 じ。 )」 を削 り、同条第

4項 中 「、第 4項又は第 19項 Jを 「又は第

31項 」 に
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改  正  案 改  正  前

を 「第 48条 の 15の 4第 4項 1に改 め る。

第 47条 の 2第 3項 「第 48条 の 15の

5第 4項  を 「第 48 久大 の 15の 4第 4項 |

に改め、同条第 4項か ら第 6項までを削る。

略

附則第 3条 の 2第 2項 中 「及び第 4項」を

削る。

附則第 3条 の 3第 1項 中 「及び第 4項」及

び 「又は法人税法第 81条 の 24第 1項 の規

定によ り延長 された法第 321条 の 8第 4項

に規定す る申告書の提出期限」 を削 り、同条

第 2項 中 「又は法第 321条 の 8第 4項に規

定す る連結法人税額 の誤耕 標 逢 の算 庁期 間 I

を削る。 (追加 )

第 47条の 2第 4項
改める。

か ら第 6項までを削る。

略

附則 第 3条 の 2第 2項 中 「及 び 第 4項」 を

削 る。                   ′

(3)第 3条の規定による上越市都市計画税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

附 則

1 略

(法 附則第 15条第 34項の条例で定める

割合)          1
2 法附則第 15条 第 34項に規定する条例

で定める割合は、 2分 の 1と する。

3 略

(宅 地等に対 して課する令和 3年度か ら令

和 5年度までの各年度分の都市計画税の特

例 )

4 略

5 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る 令和 4年店 ノ刀`及 び令 5 年 庁 分

の宅地等調整都市計画税額は、当該宅

地等調整都市計画税額が、当該商業地等に

係 る当該年度分の都市計画税の課税標準 と

なるべき価格 に 10分 の 6を乗 じて得た額

(当 該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第 349条 の 3(第 18項を除

く。)又 は附則第 15条若 しくは第 15条
の 3の規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれ らの規定に定める率

を乗 じて得た額)を 当該商業地等に係 る当

該年度分の都市計画税の課税標準 となるべ

き額 とした場合における都市計画税額を超

附 則

1 略

(法 附則 第 15条 第 38項 の条例 で定 め る

割合 )

2 法附則 第 15条 第 38項 に規 定す る条例

で定める割合 は、 2分 の 1と す る。

3 略

(宅 地等 に対 して課す る令 和 3年度か ら令

和 5年度 までの各年度分 の都 市計画税 の特

例 )

4 略

5 前項 の規 定 の適用 を受 け る商業地等 に係

る平成 30年 度 か ら令和 2年度 までの各 年

度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅

地等調整都市計画税額が、当該商業地等 に

係 る当該年度分の都市計画税の課税標準 と

なるべ き価格 に 10分の 6を 乗 じて得た額

(当 該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第 349条 の 3(第 18項 を除

く。)又 は附則第 15条若 しくは第 15条
の 3の 規定の適用 を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれ らの規定に定める率

を乗 じて得た額)を 当該商業地等に係 る当

該年度分の都市計画税の課税標準 となるべ

き額 とした場合における都 市計画税額を超
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改  正  案 改  正  前

6

える場合には、前項の規定にかかわ らず、

当該都市計画税額 とする。

附則第 4項の規定の適用を受ける宅地等

に係 る令和 4年度分及 禾日5年庁 今

の宅地等調整都市計画税額は、当

該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等

に係 る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき価格 に 10分の 2を 乗 じて得た

額 (当 該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第 349条 の 3(第 18項 を除

く。)又 は附則第 15条若 しくは第 15条
の 3の規定の適用を受 ける宅地等であると

きは、当該額にこれ らの規定に定める率を

乗 じて得た額)を 当該宅地等に係 る当該年

度分の都市計画税の課税標準 となるべき額

とした場合における都市計画税額に満たな

い場合には、附則第 4項の規定にかかわ ら

ず、当該都市計画税額 とする。

7～ 9 略

(市 街化区域農地に射 して課す る都市計画

税の課税の特例 )

10～ 12 略

13 法附則第 15条 第 1項、第 10頂、第

15項 か ら第 19項 まで二_第 21項 、第

22項 、 第 26項 、 29項 、 第 33項 か

兆第 35項 ま で 、第 37 輻 か 島 縮 39 廼 支

で、第 42項若 しくは第 43項 、第 15条
の 3又 は第 63条 の規定の適用がある各年

度分の都市計画税に限 り、第 2条第 2項 中

「又は第 27項 か ら第 30項まで」 とある

のは 「若 しくは第 2

7項 か ら第 30項 まで又は附則第 15条 、

第 15条の 3若 しくは第 63条」 とする。

14～ 16 略

える場合 には、前項の規定にかかわらず、

当該都市計画税額 とする。

6 附則第 4項 の規定の適用を受ける宅地等

に係 る平成 30年度か ら令和 2年度までの

各年度分の宅地等調整都 市計画税額は、当

該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等

に係 る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべ き価格 に 10分の 2を 乗 じて得た

額 (当 該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第 349条 の 3(第 18項を除

く。 )又 は附則第 15条若 しくは第 15条
の 3の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれ らの規定に定める率を

乗 じて得た額)を 当該宅地等に係 る当該年

度分の都市計画税の課税標準 となるべき額

とした場合 にお ける都市計画税額に満たな

い場合には、附則第 4項 の規定にかかわ ら

ず、当該都市計画税額 とす る。

7～ 9 略

(市街化区域農地に対 して課す る都市計画

税の課税の特例 )

10～ 12 略

13 法附則第 15条第 1項 、第 13項、第

18項 か ら第 22項 士 で  笛 , デ百   客ヨ4

の 3又 は第 63条 の規定の適用がある各年

度分の都市計画税に限 り、第 2条 第 2項 中

「又は第 27項 か ら第 30項 まで」 とある

のは 「若 しくは第 27項 か ら第 30項 まで

又は附則第 15条、第 15条 の 3若 しくは

第 68条」とする。

14～ 16 略

25項 、第 29項 、第 33項 、第 37項 か

ら第 39項 まで 、第 42項 か ら第 44項 ま

で、第 47項 若 しくは第 48項 、第 15条
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上越市市税条例等の一部改正の主な概要

1 個人市民税関係

(1)均等割及び所得割の非課税判定に用いる扶養親族の見直し

(市税条例第 15条、附則第 3条の 4関係 )

ア 改正の概要

均等割及び所得害1の非課税判定に用いる扶養親族を、年齢 16歳未満及び控

除対象扶養親族に限定する。

ただし、30歳以上 70歳未満であつても、以下の要件のいずれかに該当する

場合は、控除対象扶養親族 とする。

【30歳以上 70歳未満であつても控除対象となる要件】

① 留学により国外居住者となつた

② 障害者

③ 国内居住者から生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上

受けている
非課税判定に用いる扶養親族

年齢区分 居住地 控除対象

非課税判定

改正前 改正後

扶

養
親
族

16歳未満 X

O

O16歳以上

30歳未満
○

30歳以上
70歳未満

国 内 ○

国外

×

(要件に該当
すれば○)

X

(要件に該当
すれば○)

70歳以上 〇 ○

イ 適用 令和 6年度以降の個人市民税に適用

(2)住宅借入金等特別控除の特例延長

(市税条例附則第 28条関係 )

ア 改正の概要

新型 コロナウイルス感染症の影響によリー定の要件を満たせば入居期限を

令和 3年 12月 81日 に延長する特例が 1年間延長され、入居期限を令和 4年 12

月 31日 とする。
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【一定の要件】(①、②いずれも満たす必要がある)

①一定の期日までに契約が行われていること

・注文住宅を新築する場合…令和 3年 9月 末

・分譲住宅・既存住宅を取得する場合及び増改築等をする場合…令和 3年 11月 末

② 新型コロナウイルス感染症の影響によつて、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は

増改築等を行つた住宅への入居が遅れたこと

イ 適用 令和 4年度以降の個人市民税に適用

2 固定資産税 E都市計画税関係

(¬ )据置年度における土地価格の下落修正措置の延長

(市税条例附則第 9条の 2等関係 )

ア 改正の概要

固定資産税及び者fl市計画税の土地の評価額について、据置年度においても地

価が下落している場合、下落修正を行 うことができる措置を延長する。

イ 適用 令和 4年度及び令和 5年度に適用

3 軽自動車税関係

側)軽自動車税グリーン化特例の臨時的軽減の延長

(市税条例附則第 12条の 3関係 )

ア 改正の概要

一定の環境性能を有する環境負荷の小 さな車両に対 して軽課税率を適用さ

せる特例を電気自動車等に限つて 2年間延長する。なお、ガソリン車等の適用

は令和 2年度末取得分までで終了となり、令和 3年 4月 1日 取得分からは軽減

の適用対象外 となる。

3

イ 適用    。電気自動車等…令和 5年 3月 31日 までに取得した乗用車

(軽 自動車)に適用

・ガノリン車等…令和 3年 3月 31日 までに取得した乗用車

(軽 自動車)に適用

※いずれも取得の翌年度のみ軽課税率の適用となる。

軽減内容区分

税率概ね75%軽減

乗用軽四輪 :2,700円

貨物軽四輪 :1,300円

電気自動車

燃料電池車

天然ガス自動車
プラグインハイブ1)ッド車

令和2年度基準
+300/o達成

税率概ね50%軽減

乗用軽四輪 :5,400円

貨物軽四輪 :2,500円

税率概ね25%軽減

乗用軽四輪 :8,100円

貨物軽四輪 :3,800円

ガソリン車
ハィブ1)ッド車

令和2年度基準
+10%達成

内 容

令和5年3月 31日 取得分まで

軽減適用を2年間延長

令和3年3月 31日 取得分までで

軽減適用終了

(令和3年4月 1日 以降の取得分~`は
適用対象外 )
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